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0．はじめに

0．1．課題と目的
　本論文の課題は，黒表紙教科書（第2期版）の使

用時期に取り組まれた，分数除法の計算規則の説明

に関する実践的研究の動向を解明することである(1)。

　 　或数ヲ分数ニテ割ルトハ，其ノ分数ヲ掛ケテ其

ノ或数トナルベキ数ヲ求ムルコト

　上記の記述は黒表紙教科書（第3期版）に記され

た分数除法の定義である(2)。分数除法が，代数的な

方法により，《乗法の逆演算》として定義されている(3)。

　 《 を求める  となる数Xを求

　める》

　上記の事実は次の2点において注目に値する。

　第一に，黒表紙教科書（第1期版，第2期版）に

おいては，計算規則が，「分数ニテ割ルニハ，其ノ分

母分子ヲ取換ヘタル分数ヲ掛クベシ」と記されるに

止まり (4)，演算の定義は記されていなかった。先に

引用した定義は，国定教科書の歴史において，黒表

紙教科書（第3期版）に初めて記された分数除法の

定義である。

　第二に，先に引用した定義は，黒表紙教科書（第

2期版）に関する師範学校からの意見報告に対応す

る修正の結果であった。「乗除ノ計算ノ意義，計算法

ノ大体ヲ教師用書ニ記シ置カレタシ」（東京府青山師

範学校）(5)(6)。この事実は，黒表紙教科書の内容が，

教育実践現場からの要請に応答する形で修正された

ことを示す一つの事例である。

　他方において，上記の事実については次の3点に

対する注意が必要である。

　第一に，黒表紙教科書（第3期版）に記された分

数除法の定義については，修正趣意書において，「分

数ニテ乗除スルコトノ意義ハ，児童ノ了解ニ苦ム所

ナルヲ以テ，之ヲ軽ク授ケ」と解説されている (7)。
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この解説においては，上記の定義に関する，子ども

による理解可能性に対して《否定的・消極的な見方》

が示されている。この見方は，上記の定義が《乗法

の逆演算》としての代数的な方法による定義である

点に起因すると考えられる。

　第二に，分数除法の計算規則は，「［演算の定義］

ヲ授ケ，下ノ規則ニヨリ計算ヲ行ヒ」として示され

るに止まる (8)。分数除法の定義は単に示されるに止

まり，計算規則に関する説明と関連付けられている

わけではないのである。この事実には，分数除法の

定義に対する《孤立的な位置付け》が示されている。

　第三に，この点に起因して，計算規則の成立根拠・

理由は示されない。計算規則については，その成立

根拠・理由を欠落させた形で示され，続いて，例題

に対する適用の形態が示される。根拠・理由につい

ては，事後的な形，すなわち，例題に対する適用の

形態に続く形で，《乗法との逆の関係》に依拠し，《験

算》を用いる方法によって示されるに止まる。この

事実には，計算規則に関する説明が備えていた《天

下り的な性格》が示されている。

　上記の通り，黒表紙教科書（第3期版）において

示された分数除法の定義（《乗法の逆演算》）は，第

一に，「児童ノ了解ニ苦ム」ことが想定され，「軽ク

授ケ」る対象として位置付けられていた（《否定的・

消極的な見方》）。第二に，計算規則に関する説明と

関連付けられていたわけではなかった（《孤立的な位

置付け》）。第三に，上記2点に起因して，計算規則

に関する説明は《天下り的な性格》を備えていた (9)。

　それでは，なぜ，黒表紙教科書（第3期版）にお

いて，《乗法の逆演算》としての定義が採用されたの

か。黒表紙教科書（第3期版）の編集が開始された

時期においては，他の選択肢――それ自体が比較的

容易に理解可能であると同時に，当該の定義との関

連付けにより，計算規則の成立を示す説明の論理を

構成する可能性を備えた演算の定義――を採用する

可能性は存在していなかったのだろうか。

　上記の問いを解明するために，本論文においては，

黒表紙教科書（第2期版）の使用時期に取り組まれ

た実践的研究の動向に注目する。

　黒表紙教科書（第2期版）の使用時期においては，

分数除法だけでなく，分数教授全般が，学校教育制

度の改革に起因する新たな課題に直面していた。

　1907（明治40）年，「小学校令中改正」において，

「尋常小学校ノ修業年限ハ6箇年トス」とされ，義務

教育の修業年限が4年から6年に延長された (10)。こ

の改革により，分数が教授される学年は，高等小学

校（第2学年，第3学年）から (11)，新たに義務教育

となった尋常小学校（第6学年）に変更された (12)。

その結果，分数は，高等小学校に在籍する，一部の

子どもを対象とする教育内容から，尋常小学校に在

籍する，就学年齢に該当するすべての子どもを対象

とする教育内容へと，新たな形で位置付けられた。

本論文において対象とする分数除法の計算規則につ

いても，上記による状況の変化に対応する形で，黒

表紙教科書（第1期版，第2期版）が備えていた《天

下り的な性格》を克服し，計算規則の成立を示す説

明を，すべての子どもに理解可能な論理によって構

成することが新たな課題となったのである。

　この課題に対して，黒表紙教科書（第2期版）の

使用時期に取り組まれた実践的研究は，どのような

形で応答したのか，また，その応答は，どのような

論理と特徴を備えていたのか。

　上記の問題を解明するために，本論文においては，

黒表紙教科書（第2期版）の使用時期に取り組まれ

た実践的研究の動向を，特に，分数除法の計算規則

の成立を示す説明の論理に注目して，解明すること

を課題とする。なお，この課題は，同時に，黒表紙

教科書（第2期版）の内容に関する師範学校からの

意見報告の根拠・理由を解明する課題である。本論

文は，この課題の解明により，国定教科書の改訂と

教育実践研究の動向との関連を解明する可能性の一

端を拓くことを目的とする。

0．2．先行研究
　数学教育の歴史的研究において，黒表紙教科書の

内容を，その使用時期に取り組まれた実践的研究の

動向との関連において位置付けた研究は少ない。し

かしながら，黒表紙教科書は，その使用時期に取り

組まれた実践的研究の動向との関連を全く欠落させ

た形で存在していたわけではない。本論文において

は，黒表紙教科書を，その使用時期に取り組まれた

実践的研究の動向との間に何らかの関連を備えた存

在として位置付ける。

　上記の位置付けを共有する先行研究として，中谷

太郎の先行研究が注目される (13)。

　［黒表紙教科書の］基調は黒表紙30年を一貫し

て変らないもので，その表紙の色や体裁も手伝っ

て，そこから黒一色の印象を強く発散してきたの

であった。けれども，30年の間にはかなり微妙な

変化をたどってきたことも見のがせない。黒表紙

教科書は，3次にわたって大きい改訂が加えられ

ている。
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　黒表紙教科書の編集，および，総計3回に渡る改

訂は，教育実践現場の意見，実践的研究の動向を参

照しながら進められた。ここでは，その過程を辿り

ながら，中谷太郎の先行研究に対する検討を加える。

　黒表紙教科書（第1期版）発行前の1904（明治37）
年，文部省は算術科の教科課程の一部を改訂した(14)。

この改訂は，「昨年中，本省に於て国定算術教科書の

編纂に着手するに方り，従来の規定に対する高等師範

学校並に府県師範学校の意見を徴したるに基づき，審

議を経」る手続きによって進められた(15)。東京高等師

範学校附属小学校初等教育研究会編『教育研究』に

は，「改正の要点」に関する文部省の説明 (16)，および，

東京高等師範学校附属小学校から提出された「答申」

の概要 (17)が掲載されている。

　上記の動向について，中谷太郎の先行研究におい

ては次の見方が示されている (18)。

　  『教育研究』にあらわれたところからみると，小

学校教科書が検定から，国定（黒表紙）に移行す

る直前には，文部省はかなり細心に教育現場（と

いっても師範系統であるが）の意向をくむゼス

チャーを示している。また，民間もこれに対して

大きい関心と期待を示している。

　教育実践現場の意見は，黒表紙教科書（第1期版）

の編集においても参照された (19)。

　 　本書ハ此［算術科の］要旨ヲ目標トシ，教授上

ノ学説，高等師範学校及ヒ各府県師範学校ノ意見

等ヲ参酌シテ，最モ中正確実ナル針路ニ由リテ之

ニ到達センコトヲ期セリ。

　黒表紙教科書（第2期版）の編集についても，文

部省による次の説明がある (20)。

　 　国定算術教科書ノ改良ハ明治38年同書発行以後

断エズ留意セル所ニシテ，或ハ専門家ノ批評ヲ求

メ，或ハ各府県ニ於ケル実地経験ノ結果ヲ徴シ，

慎重ニ調査ヲ進メタリ。其ノ結果トシテ43年度ヨ

リ修正算術教科書ヲ尋常小学校ノ全学年ニ使用セ

シムルコトニ決シ，42年4月，算術教科書編纂委

員会ニ於テ修正教科書ノ起稿ニ着手シタリ。

　上記の説明によれば，黒表紙教科書（第2期版）

の編集作業は，1909（明治42）年に開始され，「専

門家ノ批評」，「各府県ニ於ケル実地経験ノ結果」に

関する「調査」が実施された。「批評」の内容，「調査」

の結果には，黒表紙教科書（第1期版）の使用時期

に取り組まれた実践的研究の動向，成果等が何らか

の形で反映されていたと考えることが可能である。

ただし，中谷太郎の先行研究において，この点に関

する具体的な検討が行われているわけではない。

　黒表紙教科書（第3期版）の編集作業も，実践的

研究の動向を参照しながら進められた (21)。

　 　爾来［黒表紙教科書（第2期版）の発行から］，

ココニ7，8年，其ノ間，年々，高等師範学校及ビ

各府県ノ師範学校ヲシテ，実地使用上ノ経験ニ基

ヅキテ其ノ意見ヲ本省ニ報告セシメタリ。今回ノ

修正ハ前記ノ報告ヲ基礎トシ，又別ニ専門家ノ批

評，教育雑誌ノ論議等ヲモ参酌シテ，時世ノ要求

ニ合セシメンコトヲ期シタリ。

　黒表紙教科書（第3期版）の編集作業は，1918（大

正7）年に開始された。当該の編集作業は，1912（明

治45）年4月から1917（大正6）年3月にかけて，「高

等師範学校及ビ各府県ノ師範学校」から「実地使用

上ノ経験ニ基ヅキテ」報告された意見を，その「基礎」

とする形で進められた (22)。これに加え，「専門家ノ

批評」，「教育雑誌ノ論議」が「参酌」された。上記

の「意見」，「批評」，「論議」についても，黒表紙教

科書（第2期版）の使用時期に取り組まれた実践的

研究の動向，成果との間には，何らかの意味を備え

た関連の存在が予想される。ただし，中谷太郎の先

行研究においては，この点に関する検討も今後の課

題として残されている。

　中谷太郎の先行研究には，黒表紙教科書（第3期
版）の編集について次の指摘がある（なお，次の引

用における「改訂」および「第2次改訂」とは，黒

表紙教科書（第2期版）の黒表紙教科書（第3期版）

への改訂を意味する） (23)。

　このときの改訂には根本的な大きな変化はな

かったが，小修正が各学年に全面的におよんでい

る。ここに現場の実践的研究がしだいに積み重ね

られたことがうかがわれる。（中略）

　大正7年（1918年）は（中略）全国数学科教員

協議会が開かれ，翌8年には日本中等教育［数学］

会が結成された。算数教育にもかなり活発な改造

論が現われはじめていた。第2次改訂はこれらの

空気をある程度反映するものであった。

　上記の指摘によれば，黒表紙教科書（第3期版）

の編集作業が開始された時期には，黒表紙教科書

（第2期版）の使用時期に取り組まれた実践的研究

の成果が蓄積されており，その成果が，黒表紙教科

書に対する批判的な動向と合わせて，黒表紙教科書

（第3期版）の編集に反映された。

　この見方によれば，黒表紙教科書（第2期版）の

使用時期に取り組まれた実践的研究の動向に関する

研究には，他の時期と比較して特に重要な意味が存

在する。
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　中谷太郎の先行研究において，黒表紙教科書の改

訂に関連する実践的研究の動向に関する記述は以上

に止まる。中谷太郎の先行研究において，主要な対

象は，総計3回に渡る改訂による黒表紙教科書の内

容の変化に設定されている。黒表紙教科書の使用時

期に取り組まれ，「専門家ノ批評」，「教育雑誌ノ論議」，

「師範学校ノ意見報告」等の形で存在していた実践的

研究の動向，成果等が主要な対象として設定されて

いるわけではない (24)。

　この点に関連して，筆者は，黒表紙教科書（第1
期版）の使用時期に取り組まれた実践的研究の動向

に注目し，《分数除法の計算規則》の成立を示す説明

の論理と特徴に関する解明を試みた (25)。黒表紙教科

書（第2期版）の使用時期については，《分数の定義》

の導入に関する実践的研究の動向に注目し，当該の

動向を基礎付けていた分数論の存在形態に関する解

明を，《初等数学としての分数論》 (26)，《学校数学と

しての分数論》(27)に区別する形で，試みた。

　本論文は，上記の研究成果を継承すると同時に，

黒表紙教科書（第２期版）の使用時期に取り組まれ

た《分数除法の計算規則》の成立を示す説明に関す

る実践的研究の動向を対象とする。なお，本論文に

おいて，実践的研究（または教育実践研究）とは，

授業における教師の説明に対する具体的な提案が，

教育内容，教材，指導過程構成の形で行われている，

あるいは，それを目的として取り組まれた研究を意

味する。

0．3．対象
　先行研究に関する検討の結果（第2節）により，

黒表紙教科書（第2期版）の使用時期に取り組まれ

た実践的研究の動向を主要な対象とする研究の重要

性が示された。本論文においては，上記の時期に取

り組まれた，分数除法の計算規則の成立を示す説明

に関する実践的研究の動向を対象とする。

　黒表紙教科書（第2期版）の使用時期とは，1910
（明治43）年4月から1918（大正7）年3月までの時

期である。この時期に取り組まれた実践的研究にお

いては，その基本的な立場として2つの立場が存在

していた。第一の立場は，《国定教科書の内容を所与

の前提とし，それに関する教授のあり方を研究する

立場》であり，第二の立場は，《国定教科書の内容に

含まれていた問題点を解明すると同時に，その克服

を可能にする知見を示すことを目的とする立場》で

ある (28)。

0． 3．1．《乗法との逆の関係》に依拠し，《験算》
を用いた事後的な説明

　本論文においては，まず，上記，第一の立場から

取り組まれた実践的研究の動向を示す史料として，

次の5点を対象とする（発行順）(29)(30)。

　① 　齋藤諸平（岡山県女子師範学校附属小学校）

『国定尋常小学　算術書取扱方法　全』大森書

店，1910（明治43）年。

　② 　教育学術研究会編『改訂国定教科書　算術科

教授要領』尋常科第6学年，同文館，1910（明

治43）年。

　③ 　木村仁止（算術教材調査員総代）『尋常小学　

算術科教材調査』1910（明治43）年。

　④ 　福島県教育会編『国定教科書取扱法　尋常科

算術』六盟館，1911（明治44）年。

　⑤ 　秋山兵三郎（大分県師範学校附属小学校）・北

澤真（埼玉県師範学校附属小学校）『尋常小学算

術教授指針』寶文館，1915（大正4）年。

 「取扱方法」「教授要領」等の名称に示される通り，

上記の史料においては，黒表紙教科書（第2期版）

における教育内容の構成を前提とする形で，その内

容に関する教授の計画，方法，注意事項等が具体的

に記されている。その目的は，全国あるいは地方の

小学校教員に対して，黒表紙教科書（第2期版）の

内容に従った教授にとって有益あるいは必要な知見

を提供する点に設定されている。

　例えば，福島県教育会（④）においては，「教育実

際家の好伴侶たる」ことを目的として，国定教科書

の「取扱方法」が示されている。具体的には，「国定

せられたる教科書に就きては其の取扱方法を（中略）

示したり」，「其の取扱方法と諸般の注意とは，精密

に且親切に，巻の順序により，課を逐ふて之れを編

せり」と記されている（「はしがき」）。

　秋山兵三郎・北澤真（⑤）には次の説明がある。「本

書は尋常小学校に於て算術を教授せんとする人々の

参考に資せんがため，現行算術教科書を基礎として，

各学年に於ける教授の主眼点及教授の方法を系統的

に研究したるものなり」。「専ら各学年別の研究法を

採り，各学年各個の教材に就きて其の主眼点を闡
せん

明

し，更に進みて其の取扱の方法を詳述せり」。合わせ

て，「著者の実験に基ける教授上の注意事項」が記さ

れている（「緒言」）。

　上記の史料（5点）に共通する特徴は，分数除法

の計算規則に関する説明についても，黒表紙教科書

（第2期版）による説明を所与の前提とする立場が採

用されている点にある。
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　本論文においては，上記の史料に記されている，

分数除法の計算規則に関する説明を主要な対象とす

る（第1章，第1節）。

　次に，中谷太郎の先行研究において指摘されてい

た通り，黒表紙教科書の「第2次改訂」（第2期版か

ら第3期版への改訂）が進行していた時期は，黒表

紙教科書（第2期版）に関する実践的研究の成果が

蓄積された時期であると同時に，黒表紙教科書に対

する批判的な動向が出現した時期であった（序章，

第2節）。この点に関連して，本論文においては，上

記，第二の立場から取り組まれた研究に注目する。

　筆者が収集することができた史料を見る限り，黒

表紙教科書（第2期版）の使用時期に取り組まれた

実践的研究においては，分数除法の計算規則の成立

を示す説明として，次に示す3通りの方法が試みら

れている (31)。

　(1)  《乗法の逆演算》としての定義を用いる方法

　(2)  《包含除》としての定義を用いる方法

　(3 )  《商分数の論理》に依拠した分数の定義を用い

る方法

　次に，上記の各方法に該当する史料のリストを示

す。合わせて，各方法に即した形で，黒表紙教科書

（第2期版）による分数除法の計算規則の説明に関す

る見方，当該の教育内容に関する説明の基本的な観

点，方法等，当該の実践的研究が依拠していた基本

的な立場を示す（第3節，第2項～第4項） (32)。

0．3．2．《乗法の逆演算》としての定義を用いる説明
① 『国定算術教材詳解　尋常科第6学年用』東京

啓発舎事務局，1910（明治43）年。

②　佐野正造（学習院）・岡千賀衛（東京高等師範

学校附属小学校）『新定尋常小学算術教授書』6
学年用，弘道館，1910（明治43）年。

③　教育実際社編『尋常小学算術新教授書』第6
学年，目黒書店，寶文館，1912（大正元）年。

④　宮内與三郎（東京府青山師範学校附属小学

校）・今宮齋（同）『国定算術教材及教授法の研究』

廣文堂書店，1912（大正元）年。

⑤　清水甚吾（奈良女子高等師範学校附属小学校）

『実験算術教授法精義』目黒書店，1917（大正6）
年。

⑥　阪田閵蔵（東京府第四中学校）・時本要（同）

『教材本位個性開発　実験的算術教授法』隆文館

図書，1917（大正6）年。

⑦　高井彌吉『小学算術書に関する教師の注意』

二松堂書店，1917（大正6）年。

　上記の史料について (33)，東京啓発舎事務局（①）

には，同書に掲載されている広告文において，「国

定算術書ニツキテ起ル諸般ノ疑問ニ明晰ナル解決ヲ

与へ」とする意図が記されている。佐野正造・岡千

賀衛（②），教育実際社（③）においては，「従ひ」，

「準據」等の表現によって，黒表紙教科書（第2期版）

の内容を前提とする立場が表明されている。「本書は

本年改訂せられた尋常小学算術書の教師用に従ひ，

其使用の便利を謀らんがために編纂したるものであ

る」（佐野正造・岡千賀衛（②）） (34)。「本書ハ，明治

43年文部省ニ於イテ発行セル『尋常小学算術書教師

用』ニ準據シ，教授者ノ参考トシテ編纂セルモノナ

リ」（教育実際社（③）） (35)。

　ただし，上記の史料について注目される点は，分

数除法の計算規則に関する限り，その成立を示す説

明の試みが存在する点である。

　宮内與三郎・今宮齋（④），阪田閵蔵・時本要（⑥）

については次の4点が注目される。

　第一に，黒表紙教科書（第2期版）による分数除

法の計算規則に関する説明，それに従った教授に対

する批判的な立場が明確な形で表明されている。「分

数の計算には，種々，困難なるものが多いのである

が，就中，分数を掛くること，分数にて割ることな

どは，最も困難なるものである。従て，世間等に於

ては，是等の計算は，全く児童をして，理解せしむ

るに不可能なものであるから，ただ器械的に，分母

同志，分子同志掛くれば出来るとか，或は，除数の

分母子を転倒して掛くればよいとかいふ様に，教授

するがよいと主張するものがある。（中略）吾人より

見れば，これ一顧にも値せざる議論であると云はざ

るを得ない」（宮内與三郎・今宮齋（④）） (36)。「従来

の分数教授は，（中略）其の意義，性質並に計算の理

由等を最も粗略にし，直ちに計算の形式を授け，機

械的に之を暗記せしめるといふ風な教法を多く採つ

たではないか。習つた者は，（中略）割算は除数を転

倒して掛ければよいことは承知してをる。併し，何

故にそれで正しきかといふ理に至つては更に知らな

いのである」（阪田閵蔵・時本要（⑥）） (37)。

　第二に，分数除法の計算規則の成立を示す説明に

ついて，その必要性，および，子どもによる理解可

能性が指摘されている。「分数にて割ること等の計算

は，一々其理由を児童に復演発表せしむることは困

難であらう。然しながら，児童がよく合点して，其

方法に疑を挟むなく，正しきことの確信を持して計

算し得るまでには，是非共教授して置かねばならぬ」

（宮内與三郎・今宮齋（④）） (38)。「吾人は，教授法の
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拙劣なる教師に非ざる限りは，必ず其計算の理由を

も明瞭に授け得べきものであると主張したいのであ

る。否寧ろ授けざるべからざるものであると主張し

たいのである」（宮内與三郎・今宮齋（④））(39)。

　第四に，上記3点と合わせて，分数除法の計算規

則に関する説明の困難性に起因して，小学校におけ

る教育内容としての適切性，教育内容から除外する

必要性が問われている。「吾人は約束，法則，等と称

して児童に盲従を強ひねばならぬ様な教材は，宜し

く小学校より之を排斥して中学の課程に加へたいと

思ふのである」（宮内與三郎・今宮齋（④）） (40)。

　上記の史料に共通する特徴は，分数除法の計算規

則の成立が，《乗法の逆演算》としての定義を用いる，

代数的な方法によって示されている点にある(41)。「割

ることの意義を授くるには，掛算の逆として説明せん」

（宮内與三郎・今宮齋（④））(42)，「其の理由は分数を

掛くることの逆として分数乗法の意義方法から導いて

（中略）解説すればよい」（清水甚吾（⑤））(43)。「乗除

は互に逆をなすものなりとして取扱ふのが最良策であ

ると信ずる」（阪田閵蔵・時本要（⑥））(44)。

　本論文においては，この点に注目し，東京啓発舎

事務局（①），佐野正造・岡千賀衛（②），教育実際

社（③），清水甚吾（⑤），阪田閵蔵・時本要（⑥），

高井彌吉（⑦）による説明を主要な対象とする（第

1章，第2節）。

0．3．3．《包含除》としての定義を用いる説明
　① 　元田傳（東京高等師範学校）編著『師範課程

算術教科書　全』興文社，1911（明治44）年。

　② 　元田傳（東京高等師範学校）・河合五三郎（東

京府立第一高等女学校）・星野半五郎（東京高等

師範学校卒業生）『実験的総合的　算術教授法大

成』尚文館，1913（大正2）年。

　上記の史料においては (45)，分数除法の計算規則に

関する説明について，次の見方が示されている。「余

［元田傳］は余の編纂したところの算術教科書におい

て既に説明した如く，分数は，加法，減法のときの

みに限らず，乗法，除法の場合にも，通分して同分

母分数に化して論ずるのが教育的であると考へる」（元

田傳・河合五三郎・星野半五郎（②））(46)。

　上記の引用における「余の編纂したところの算術

教科書」として元田傳（①）が存在する。この教科

書は，「明治43年5月21日発布，文部省訓令第13号
師範学校教授要目ノ主旨ニ基キ，（中略）師範学校

用算術教科書トシテ編纂シ，之レヲ公ニ」したもの

であり，その内容は，「生徒ガ他日教生及ビ訓導トシ

テ小学生徒ニ算術ヲ教授スル基礎タルベキモノ」に

よって構成されている。この点に加え，「本書ニ於イ

テ著者ガ特ニ苦心シタル箇所」として，「分数ノ乗法

除法（中略）ニ於イテ，諸分数ヲ（中略）同分母ナ

ラシメタル事」が示されている。「多ク図解ヲ用ヒ

テ，小学生徒ニテモ了解ナシ得ル説明ノ方法ヲ採リ

タリ」とする記述も存在する (47)。

　元田傳（①）においては，分数除法の計算規則の

成立が，《包含除》としての定義を用い，「通分して

同分母分数に化して論ずる」方法によって示されて

いる (48)。本論文においては，この点に注目し，元田

傳（①）による説明を主要な対象とする（第1章，

第3節）。

0． 3．4．《商分数の論理》に依拠した分数の定義を
用いる説明

①　島田民治（東京府青山師範学校，同附属小学

校）『新国定教科書　算術科教授要義』廣文堂書

店，1910（明治43）年。

②　肥後盛熊（東京高等師範学校附属小学校）「分

数教授上の主要問題」『教育研究』第101号，東

京高等師範学校附属小学校初等教育研究会，大

日本図書，1912（大正元）年8月。

③　野口秀敏・井上賢次・宮田福次郎『小学校に

於ける算術教材並に教授法』敬文館，1915（大

正4）年。

④　足立亀次郎（京都府修齊小学校）『教科書を

縦に見たる算術教授の新研究』明治出版協会，

1915（大正4）年。

⑤　安達一作（兵庫県加古郡高砂小学校）「分数除

法の説明法――分数を分数で割る計算理法」『普

通教育』第7巻，第9号，啓成社，1916（大正5）
年9月。

　上記の史料については (49)，次の4点が注目される。

　第一に，黒表紙教科書（第2期版）は計算規則の

成立を示す説明を欠落させており，この教科書に

従った教授による限り，子どもに明確な理解を保障

することは困難であるとする批判が存在する。「教科

書に於て算法を器械的に授け，其の結果を乗算に依

り検算するものとしたれども，斯くすれば児童は何

となく物足らぬ感を抱かしむるの欠点あり」（足立亀

次郎（④））(50)。「いやしくも形式算は実質算の基礎

である。その形式算の算理に不徹底な国定算術書の

分数教授は，其根底に於て既に誤つて居ると言はね

ばならぬ」（安達一作（⑤）） (51)(52)。「あまり算法の教

授が機械的に陥つて，一向，其の算法の理由を克く
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了解せしむる事が不足して居る」（肥後盛熊（②）） (53)。

　第二に，黒表紙教科書（第2期版）においては子

どもによる理解可能性が低く評価されているとする

批判が存在する。「果して，これ位な教授で思考力

の進んだ当時の児童が満足するであらうか。又，分

数除法の教授として，これ位なことで其任務を卒へ

たるものであると云ふことが出来やうか。それとも，

文部省は，小学校程度の児童は分数を分数で割る計

算の理法を説明し教授しても理解し得ぬ底の者と見

首つて居るのであらうか」（安達一作（⑤）） (54)。

　第三に，上記の引用において強調されている「算

法の理由」，「計算の理法」に関連して，黒表紙教科

書（第2期版）に示されていた事後的な説明に対置

する形で，計算規則を示す時点において，それと合

わせた形で，計算規則の成立根拠・理由を示す必要

性が指摘されている。「主要件は計算の理由を会得せ

しむる事である。教科書によれば算法の理由を明か

にする必要はないが，余一個の見を以てすれば矢張

り授くる必要があると思ふ」（肥後盛熊（②）） (55)。

　第四に，上記の要請に応える説明が，実践的研究

の成果を基礎とする形で提案されている。合わせて，

当該の説明について，実践による検証を経ている点

に加え，子どもによる「理会」「発見」を位置付ける

必要性が指摘されている。「今実地に経験して其効果

を挙げ得たる説明法を左に示して参考に資せん」（島

田民治（①）） (56)。「茲に示せる例に依り之を解説し，

其の算法の理を会得せしめ，之を理会したる後，乗

法の場合と同様に，算法，即ち『分数にて或る数を

割るには，其の分母子を転倒し掛くればよし。』とい

ふ理を発見せしむべし」（足立亀次郎（④）） (57)。

　上記の史料に共通する特徴は，分数除法の計算

規則の成立を示す説明が，分数の「第二の意義」，

すなわち，《商分数の論理》に依拠した分数の定義

  を用いる方法によって試みられている点

にある (58)。「次に，乗除法（中略）を説くことにし

て，はじめて第二意義を知らするがよい」（肥後盛熊

（②）） (60)。「第二の意義を知るときは，これに依り（中

略），諸計算の意義・法則を説明する等，便利甚た多し」

（野口秀敏・井上賢次・宮田福次郎（③）） (59)。

　本論文においては，上記の特徴に注目し，島田民

治（①） (61 )，肥後盛熊（②）による説明を主要な対

象とする（第2章，第3節） (62 )。

0．4．方法
　本論文の課題は，先に見た史料（第3節）におい

て試みられている，分数除法の計算規則の成立を示

す説明を対象として，その論理と特徴を解明するこ

とである。ただし，計算規則の成立を示す説明は，

演算の定義との間に重要な関連を備えている。この

点に加え，分数除法の計算規則に関する説明におい

て，《逆数》の定義は重要な教育内容である (63)。説

明の過程における《逆数》の定義の位置付けには，

それに対する注目により，説明の論理と特徴を解明

する可能性が含まれている。

　上記の見方により，本論文においては次の3点に

検討の視点を設定する。

(1)　分数除法の定義が存在するか。存在する場合，

当該の定義はどのような方法に従っているか。

整数除法の定義との関連（《統一性》）について

は，どのように考えられているか。

(2)　計算規則の成立を示す説明の過程は，演算の

定義と関連付けた形で構成されているか。また，

当該の過程は，どのような論理に従って構成さ

れているか。

(3)　計算規則の成立を示す説明の過程に，《逆数》

　の定義 の逆数  を満たす数X  

　が位置付けられているか。

　次に示す通り，黒表紙教科書（第2期版）は，分

数除法の定義および計算規則の成立を示す説明を欠

落させている（第1章）。黒表紙教科書（第2期版）

における重要な教育内容の欠落に対して，その使用

時期に取り組まれた実践的研究は，どのように考え，

どのように対応したのか。本論文においては，視点 (1)

(2)の設定により，この点に関する解明を試みる。な

お，説明に対する子どもの反応，子どもによる理解

可能性に関する事実等が報告されている場合には，

上記3点に従った検討の結果と関連付けた形で，当

該の事実に関する考察を試みる。

　本論文において，史料の引用においては，部分的

に現代の漢字・平仮名に改めると同時に，必要に応

じて句読点を補った。原文の傍点は省略した。明ら

かな誤字には修正を加えた。引用文における［　］

は筆者による注記であることを示す。本文における

《　》は，教育内容，および，教育内容に関する説明

の基本的立場，説明の論理と特徴等を表現する重要

な用語，その他，特に強調を必要とする重要な用語

であることを示す。
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1．分数除法の計算規則の成立を示す説明

1．0．黒表紙教科書（第2期版）による説明
　先に設定した視点（序章，第4節）によれば，黒

表紙教科書（第2期版）による分数除法の計算規則

に関する説明は次の3点に渡る特徴を備えていた (64)。

　第一に，「分数ニテ割ルニハ，其ノ分母分子ヲ取

換ヘタル分数ヲ掛クベシ」として計算規則（「方法」）

が記述されるに止まり，演算の定義は欠落している。

　第二に，計算規則については，その成立を示す説

明を欠落させた形で，「一つの約束」として示され，

合わせて，当該の規則の例題に対する適用の結果

（「例」）  が示される。

計算規則の成立については，事後的な形，すなわち，

《乗法との逆の関係》に依拠し，「験算ニ依リテ，其

ノ正シキコトヲ会得セシムベシ」として，《験算》を

用いる方法によって示されるに止まる  。

　第三に，黒表紙教科書（第1期版）とは異なり，《験

算》においては，《逆数》の定義が用いられない形に

変容している。この点は，黒表紙教科書（第1期版）

が備えていた「理論的認識」の一端が失われたこと

を示す重要な事実である。

　上記の特徴については，文部省における教科書の

編集担当者によって，次の形で解説されている (65)。

　 　分数で割ると云ふことは，其分母子を取替へた

分数を拵へて，此分数を被除数に掛くれば宜いと

云ふ一つの約束として教へて置いたら宜からうと

思ふ。さうして，其結果が間違つて居ないと云ふ

ことは，商と除数との掛算によつて被除数が得ら

れると云ふことを見せて置く位でも宜い。

　上記の特徴を備えた黒表紙教科書（第2期版）の

使用時期に取り組まれた実践的研究においては，分

数除法の計算規則の成立について，どのような説明

が示されていたのか。本章においては，先に設定し

た視点に従って，その論理と特徴の解明を試みる。

1． 1．《乗法との逆の関係》に依拠し，《験算》を用
いた事後的な説明

　先に示した史料（序章，第3節，第1項）につい

ては，次の3点を指摘することが可能である。

　第一に，演算の定義が欠落している。なお，この

点に関連して，上記の史料には，「割るといふ意義の

拡張」（教育学術研究会（②）） (66)，「分数ノ除法ノ意

義ハ分数乗法トシテ説明スベシ」（木村仁止（③）） (67)

とする記述が存在する。しかしながら，「意義」，「説

明」の具体的な内容は示されていない。

　第二に，計算規則の説明については，「一つの法則

として注入的に授くべし」（斎藤諸平（①）） (68)，「機

械的に教授し」（福島県教育会（④）） (69)と記される

に止まる。演算の定義に加え，計算規則の成立を示

す説明も欠落している。

　計算規則の成立については，事後的な形による説

明，すなわち，《乗法との逆の関係》に依拠し，《験算》

を用いる方法による説明の必要性が指摘されるに止

まる。「除法の方法は，其結果を験すことによりて正当

なることを確めしむべし」 （教育学術研究会 （②）） (70)。

「分数にて割るには，其の分母分子を取換へたる分数

を掛くべきを授け，次の如く，験算に依りて其の正し

きことを会得せしむべし。

」（秋山兵三郎・北澤真（⑤）） (71)。

　第三に，《逆数》の定義は存在しない。この事実は，

《逆数》それ自体が重要な教育内容として考えられて

いなかったことを示している。

　上記の事実には，黒表紙教科書（第2期版）によ

る説明の特徴がそのままの形で示されている。

1．2．《乗法の逆演算》としての定義を用いる説明
　東京啓発舎事務局（①）による説明を次に示す (72)。

　例ヘバ，  ニテ  ヲ割ルトハ，之レニ  ヲ掛

クレバ  トナル数ヲ求ムルコトナリ。求ムル所ノ

数ノ  ニ［「ノ」の誤記と見られる］3倍ガ  ニ

等シキ数ヲ求ムルコトナリ。故ニ，此数ノ  ガ 

 ノ  即チ ニ等シ。此数自身ハ ノ4倍

即チ ニ等シ。

　故ニ，分数ノ割算ノ法則トシテ，或ル分数ニテ

或ル分数ヲ割ルニハ，除数ノ分子ヲ被除数ノ分母

ニ掛ケ，其ノ分母ヲ被除数ノ分子ニ掛クベシ。

　或ハ，除数ノ分数ノ分母分子ヲ取リ換ヘテ得ル

分数ヲ掛クレバヨシ。

　例ヘバ，  トナル。

　上記の説明においては，第一に，分数除法が《乗

法の逆演算》として定義されている点，第二に，演

算の定義を出発点とし，それに対して一連の代数的

操作を加える方法によって，計算規則の成立を示す
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説明の過程が構成されている点が特徴的である。上

記2点においては，黒表紙教科書（第2期版）に見

られた重要な教育内容の欠落を克服することが志向

されており，この意味において注目に値する重要な

特徴である。

　次に，説明の過程を辿ってみる。

(1)　分数除法が《乗法の逆演算》として定義され

　る。 を求める を満たす数

　Xを求める。

(2)　   の両辺に対して，次の操作が加えら

　れる。まず，除数の分子3による《等分操作》

　により， ，次に，その結果に

　対する，除数の分母4による《倍操作》により， 
　

(3)　演算の定義（(1 )）との関係から，結論として，

　まず， 。次に，「故ニ」として，この

　事実を基礎とする一般化により，《分数除法の計

　算規則》  が示される。

(4)　(3)の結論として示された計算規則に加え，

　「或ハ」として，《分数除法の計算規則》

　  が示される。合わせて，具体例

　に対する適用の形態  が示

　される。

　上記の説明においては，《乗法の逆演算》として

の定義を出発点とし（(1)），それに対する一連の代

数的操作，すなわち，除数の分子による《等分操作》，

分母による《倍操作》（(2)）によって，《分数除法の

計算規則》（(3)）が導かれている。上記の操作は，《定

義に示された条件を満たす数Xを求めること》を目

的として実行される。この意味において，操作の必

然性は明らかである。

　ただし，結論においては，「故ニ」として導かれた

計算規則  （(3)）に続く形で，「或ハ」

として，上記の計算規則に対して《分数乗法への変

形》  を加えた計算規則が示

されている（(4)）。ただし，変形の必然性を示す説

明は存在しない。

　これに対して，佐野正造・岡千賀衛（②）におい

ては，計算規則に対する《分数乗法への変形》は加

えられない。《分数除法の計算規則》は，最初から，「分

数にて割るには，その分母子を取換へた分数を掛け

ればよい」  として示される。ただし，

例題に関する説明の結論として示され，それを基礎

とする一般化によって計算規則が示される事実は，

 である。この式においては，《分

数乗法への変形》が加えられている。ただし，その

必然性を示す説明は存在しない (73)。

　同じ点を，教育実際社（③）について見よう (74)。

　まず，例題に関する説明の結論として示される事

実は  である。これに対して，上記の

事実を基礎とする一般化によって示される《分数

除法の計算規則》は，「分数ニテ割ルニハ，其分母子

ヲ取換ヘタル分数ヲ掛クベシ」  であ

る。《例題に関する説明の結論》と，《それを基礎と

する一般化によって導かれる計算規則》との間に乖

離が存在するのである。その原因は，前者に対する

《分数乗法への変形》  を欠落させて

いる点にある。《分数乗法への変形》それ自体を欠落

させているにも関わらず，それが実行された事実を

基礎とする一般化によって，計算規則が示されてい

るのである。

　上記の事実は，東京啓発舎事務局（①），佐野正造・

岡千賀衛（②），教育実際社（③）においては，《除

法の乗法への変形》に対して，その重要性に相応す

る位置が付与されていないことを示している。

　第三に，この点に関連して，《逆数》の定義，および，

その位置付けについて見る。

　佐野正造・岡千賀衛（②）には，《逆数》の定義が

存在する。ただし，その定義は，「分母分子を取換へ

た数」に止まる (75)。この点に加え，《逆数》の定義が，

計算規則の成立を示す説明の過程に位置付けられて

いるわけではない (76)。

　これに対して，高井彌吉（⑦）においては，《逆数》

の定義が次の形で示されている (77)。

　逆数，二ツノ数ノ積ガ1トナルトキニハ，其ノ

一ツノ数ヲ他ノ一ツノ数ノ逆数ナリト云フ。

　例．  　又ハ　  

　5ハ  ノ逆数ナリトモ，  ハ5ノ逆数ナリトモ
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イフ。

　上記の事実それ自体は注目に値する。ただし，高

井彌吉（⑦）においても，《逆数》の定義が，計算規

則の成立を示す説明の過程に位置付けられているわ

けではない。

　次に，上記の説明の，子どもによる理解可能性に

ついては否定的・消極的な見方が示されていた。「こ

の計算の理由は子供に説明してもわかるまい」(78)。

この見方により，佐野正造・岡千賀衛（②）におい

ては，「分数にて割る算法の理由は（中略）別段説く

必要はあるまい」(79)とされ，「安心が出来る」説明と

して，黒表紙教科書（第2期版）による説明が示さ

れている。「依て，器械的に計算の方法を授け，その

正しいものであることは，検算によつて会得させる

がよい。即ち，  と示せば，整

数の場合と考へ合せて，安心が出来る訳である」(80 )。

　上記の評価は，先に見た通り，例題に関する説明

において実行される操作の必然性は明らかであるけ

れども，《除法の乗法への変形》について，その必

然性が示されていない点，説明の過程に《逆数》の

定義が位置付けられていない点に起因すると考える

ことが可能である。ただし，この点に加え，基本的

な問題として，演算の定義においても，それを出発

点として計算規則の成立を示す説明においても，《代

数的な方法》が用いられている点を指摘する必要が

ある。この方法による説明については，その抽象的

性格に起因して，初めて分数除法を学ぶ子どもに対

する説明として，「安心が出来る」説明であるとは考

えられていなかったのである。なお，東京啓発舎事

務局（①），教育実際社（③）においては，子どもに

よる理解可能性に関する見方は示されていない。

　次に，阪田閵蔵・時本要（⑥），清水甚吾（⑤）に

おいても，《乗法の逆演算》としての定義を用いる方

法が採用されている。

　阪田閵蔵・時本要（⑥）による説明を次に示す (81)。

　 　意義を斯く［「除法は乗法の逆なり」と］決定す

れば，分数を乗ずるとは，分母で割つて分子を掛

けるといふのであつたから，分数を以つて除する

とは，其の反対に，分子で割つて分母を掛けると

いふことになる。さうなると，直ちに次の如く説

明することが出来る。

　　例　

　 　即ち，一般に，「分数を以つて割る時には，分母

子を転換したる分数を掛ければよし。」といふこと

に帰するのである。

　次に，説明の過程を辿ってみる。

　(1) 　《乗法の逆演算》としての分数除法の定義に

より，計算規則についても，《分数乗法の計算規

　　則》  の《逆》であることが示さ

　　れる。

　(2) 　《分数乗法の計算規則》（÷c×d）は，《乗数

の分母による等分操作》（÷c），《分子による倍

操作》（×d）の合成操作である。(1)により，《分

数除法の計算規則》については，その逆，すな

わち，《除数の分母による倍操作》（×c），《分

子による等分操作》（÷d）の合成操作（×c÷d）
となることが示される。

　(3) 　上記の操作（×c÷d）の実行により，次の過

程を経て，《分数除法の計算規則》が導かれる。

　   　

　上記の説明においては，《分数除法の計算規則》の

成立が，《乗法の逆演算》としての定義を用いる方法

によって示されている。ただし，先に見た説明と同

じく，上記，第4の変形として実行される《除法の

乗法への変形》については，その必然性を示す説明

を欠落させている。

　清水甚吾（⑤）においては，例題として，《整数×

分数＝整数》となる場合，および，その《逆》として，《整

数÷分数＝整数》となる場合を用いた説明が示され

ている (82)。

　 　其の［「分数で割ること」の「方法」の］理由は，

分数を掛くることの逆として，分数乗法の意義方

法から導いて，次の如く解説すればよい。

　　

　 　右［上］のことから，分数で割るには，其の分

母分子を取換へた分数を掛くることの不思議でな

いことを了解せしむる。

　清水甚吾（⑤）においては，《乗法と除法との逆の

関係》に加え，乗法における《乗数に対する操作》

 ，除法における《除数に対する

操作》  ，2つの操作について，

《逆の関係》が具体的な形で示されている点が特徴

的である（操作の順序については問わない）。ただし，

清水甚吾（⑤）においても，《除法の乗法への変形》 

 の必然性を示す説明を欠落
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させており，この点において，これまでに見てきた

説明と共通する特徴を備えている。

　なお，仮に，上記の変形が必然性を備えていると

すれば，それは，国定教科書（第2期版）に記され

た《分数除法の計算規則》  を説明の

結論として示すことを重要な目的とする，教師の立

場から一方的に設定された目的に強く従属した必然

性であろう。この意味における必然性に依拠する限

り，当該の説明に関する子どもの理解を期待するこ

との困難性は容易に予想される。

　次に，阪田閵蔵・時本要（⑥）においては，分数

除法について，整数除法と同じく，《等分除》，《包含

除》，2通りの方法による定義を採用することの不可

能性が指摘されている (83)。《乗法の逆演算》として

の定義は，この点を理由として採用されたのである。

　分数にて除することも，（中略）整数の場合と

等しく，之を等分と累減との意味に分つて説明す

ることは，非常にむつかしくて到底出来ないので

ある（尤も累減の意味は同分母に直せば容易に知

らせ得るが）。但し，既に乗法の意味が確定され

てあるのだから，唯単に除法は乗法の逆なりとし

て取扱つて，等分とか累減とかいふことをいはぬ

ならば，それは容易い事である。吾人は，（中略）

此所に於ては，（中略）乗除は互に逆をなすもの

なりとして取扱ふのが最良策であると信ずる。

　上記の引用において指摘されている通り，《分数に

よる等分》は意味を成さない。従って，分数除法を

定義する方法として《等分除》を採用することは不

可能である。ただし，《包含除》（「累減」）としての

定義は可能である。この点に注目し，分数除法を《包

含除》として定義すると同時に，当該の定義を用い

る方法によって計算規則の成立を示す説明は，黒表

紙教科書（第2期版）の使用時期においても，その

試みが存在していた。この点について，次に検討を

加える。

1．3．《包含除》としての定義を用いる説明
　元田傳（①）において，分数除法の計算規則の成

立は次の説明によって示される (84)。

　(1)　分数除法が，《倍を求める演算》，すなわち，

　　《包含除》として定義される。「説明　  ヲ  
　　ニテ除セムニ，  ハ明カニ  ノ3倍ナレバ，求

　　ムル所ノ商ハ3ナリ」。

　(2) 　上記の定義を用いて，まず，《除数と被除数が

同分母分数である場合》について，《分子の除法》

によって演算の結果を導く方法が示される。「故

ニ，同分母ナル分数除法ノ商ハ，其ノ分子ナル

　　整数ノ除法ノ商ナリ。例．  」。

　(3) 　次に，《異分母分数の場合》について，《通分》

により，《同分母分数の場合》（(2)）と同じ方法

によって演算の結果を導く可能性が示される。

「又，異分母ナル分数ノ除法ハ，通分スレバ同

分母ノ場合トナル」。

　(4) 　例題に対して，《通分》→《分子の除法》が

実行され，その結果が分数乗法に変形される。

　　「例．  」。

　(5)　(4)の結論  を基礎とする一般

　　化により，《分数除法の計算規則》の成立が示

　　される  。「今，  ハ ノ反数ナ

　　 リ。故ニ，所要ノ商ハ，被除数ニ除数ノ反数ヲ

乗ジタルモノニ等シ。182．分数除法規則　被

除数ニ除数ノ反数ヲ乗ズベキモノトス」。なお，

「反数」（または「逆数」）は，「分数ノ分母子ヲ

転倒シタル数」と定義されている (85)。

　元田傳（①）による説明について特徴的な点は，

第一に，分数除法が《包含除》として定義されている点，

第二に，この定義を用い，分数除法の計算規則が，《通

分》→《分子の除法》として示されている点，第三に，

《逆数》の定義が存在する点である。上記3点におい

ては，黒表紙教科書（第2期版）における重要な教

育内容の欠落の克服に対する志向性が示されており，

この意味において注目に値する事実である。

　次に，上記3点について，順に検討を加える。

　第一に，元田傳（①）において，分数除法の定義

は《包含除》に限定されており，《等分除》としての

定義は採用されていない。これに対して，整数除法

については，《等分除》，《包含除》，2通りの方法に

よる定義が採用されていた (86)。

　 　累減法トセバ，除法ハ特殊ナル減法ナリ。等分

法トセバ，除法ハ乗法ノ反対ナルモノナリ。此ノ

二様ノ意義ヲ併セ用ヒテ，実際ノ除法ヲ行フモノ

トス。

　分数除法の定義において，《整数除法の定義との統

一性》が欠落している点は否定できない。

　この点は，黒表紙教科書（第2期版）の使用時期

において，「単に累減の意味に於てのみ理解させよう
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といふ説」，「極めて不完全なる説明」として批判の

対象となっていた (87)。同じ内容の批判は，黒表紙教

科書（第1期版）の使用時期にも存在していた (88)。

　第二に， 上記の説明においては，《通分》→《分子

の除法》によって導かれた演算の結果  
から，それを基礎とする一般化によって《分数除法

の計算規則》の成立を示す事実  が結

論として示されている（説明の過程 (4)）。

　しかしながら，この説明には飛躍が存在する。上

記の事実を導くためには，少なくとも次の2点が必

要になる。

　(1) 　演算の結果（分数）の分母・分子を，除数，

被除数の分母・分子による乗法の形に分解する

　　  。

　(2) 　(1)の結果に対して，《分数乗法への変形》を

 　　加える  。

　しかしながら，上記の説明においても，《分数乗法

への変形》を加える必然性は存在しない。この点に

おいて，先に見た，《乗法の逆演算》としての定義を

用いる説明（第2節）と同じ困難性が含まれている。

　第三に，《逆数》の定義が存在する点それ自体は注

目に値する。ただし，《逆数》の定義は「分数ノ分母

子ヲ転倒シタル数」に止まる。この点に加え，《逆数》

の定義は，計算規則の成立を示す説明の過程に位置

付けられていない。

　上記に加え，黒表紙教科書（第1期版）の使用時

期に取り組まれた実践的研究の動向との関連につい

て，次の点を指摘する必要がある。

　先に見た通り，元田傳（①）においては，「多ク図

解ヲ用ヒテ，小学生徒ニテモ了解ナシ得ル説明ノ方

法ヲ採リタリ」と記されていた（序章，第3節，第3
項）。しかしながら，分数除法に関する限り，「図解」

を用いた説明は存在しない。黒表紙教科書（第1期
版）の使用時期に取り組まれた実践的研究において

は，《包含除》としての定義に関して，《面積》（円，

長方形）を用いた説明の方法が重視されていた (89)。

上記の事実は，このような創意工夫が元田傳（①）

には継承されていないことを示している。

1．4．演算の定義との関連付けを欠落させた説明
――《商分数の論理》に依拠した分数の定義を用い
る説明――
　肥後盛熊（②）においては，例題  に即した

形で，次の5点を「主要点」とする説明が示されて

いる（数字は引用者による） (90)。

　(1)　除数の  は，之を3倍すれば整数2となる。

　(2) 　そこで，今，此の2で  を割れば，叙上の法

　　則に基づいて，  となる。

　(3) 　除数が3倍大なれば，之亦叙上の法則によつ

て，商は3分の1となる。

　(4)　故に，求むる真の商は，  を3倍して と

　　せねばならぬ。

　(5)　それで，  となる。即ち分母分子

　　を転倒して掛くればよい。

　上記において，「叙上の法則」とは，(2)においては，

「分母を2倍3倍すれば，分数の値は2倍3倍［「2分
3分」の誤記と見られる］せらる」（《分母と分数の

値との関係》），(3)においては，「法［除数］を2倍3
倍すれば，商は2分3分せらる」（《除法における除

数と商との関係》）を意味する。

　先に見た説明は，「此の原則［上記2点］を前提と

して」行われる。従って，上記2点は，先の説明に

先立つ形で，「先づ第一に児童の観念を整理すべき要

件」として位置付けられている。

　これまでに見てきた説明（第2節，第3節）とは

異なり，肥後盛熊（②）においては，演算の定義が

示されていない点が特徴的である。計算規則の成立

を示す説明の過程が，演算の定義との関連付けを欠

落させた形で構成されているのである。

　次に，説明の過程を辿ってみる。

　(1)　例題  について，除数  と2との関係を

　　考える。《商分数の論理》に依拠した分数の定義

　　により，  ，従って，  。

　(2)　例題とは異なる演算  を考える。《分母と

　　分数の値との関係》により，  。

　(3)　(1)により，演算  の除数2は，例題の除

　　数  の3倍にあたる。従って，《除法における

　　除数と商との関係》により，(2)の結果は例題 

　　  の結果の3分の1にあたる。
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　(4) 　従って，例題の結果を得るためには，(2)によ

る演算の結果を3倍することが必要になる。

　　すなわち， 

　(5)　(1)～ (4)により，例題に関する説明の結論が

　　次の形で導かれる。

　(6)　この事実を基礎とする一般化により，《分数

　　除法の計算規則》  が導かれる。

　上記の説明については「論理的な理法」であると

され，この点を根拠・理由として，子どもによる理

解可能性に関する肯定的な見方が示されている。「教

ふるには別に困難はない。皆既知の観念を組織的系

統的に論理的に順序正しく思考すれば，容易に其の

算法の理由が明かに会得さるゝのである」。

　しかしながら，先に見た説明の過程には，少なく

とも次の3点に困難性が含まれている。

　第一に，説明の出発点として，まず，除数  と2

との関係（(1)），次に，例題  とは異なる演算

  について考えることが要請される（(2)）。しか

しながら，その必然性は，当該の要請が示される時

点においては明らかではない。この点については，

事後的な形，すなわち，説明の結論が導かれた時点

（(6)）において，はじめて，明らかになる。

　第二に，《除法における除数と商との関係》に対し

ては，説明の根拠・理由として重要な位置が付与さ

れている（(3)）。しかしながら，この関係は，「整数

除法に於ける，法則と分数との関係」に止まり，分

数除法における成立が示されているわけではない。

整数除法における成立が，直ちに，分数除法におけ

る成立を意味するわけではないのである。《除法にお

ける除数と商との関係》は，分数除法における成立

を示す説明を欠落させた形で用いられている。

　第三に，例題に関する説明の結論（(5)）と，それ

に続く形で，「即ち」として，この事実を基礎とする

一般化によって示される計算規則（(6)）と間に乖離

が存在する。「分母分子を転倒して掛くればよい」と

する計算規則を示す（(6)）ためには，例題に関する

説明の結論に対して《分数乗法への変形》を加える

こと  が必要になる。しかしなが

ら，上記の説明（(5)）においては，《分数乗法への

変形》が欠落している。

　次に，島田民治（①）による説明の過程について

は，次の形による式表記が可能である (91)。

　

　上記の説明についても，事前に「復習」が必要な

内容として，「分数の第二の意義，即ち，分子を分母

にて割りたる数なること」（《商分数の論理》に依拠

した分数の定義）に加え，「除法に於ては，実［被除数］

と法［除数］とを共に同数だけ倍するも，商に変動

なきものなること」が示されている。先に示した式

において，前者はその第1の変形において，後者は

第2の変形において，それぞれ，用いられる。

　子どもによる説明の理解可能性については，「是れ

［教科書と］等しく形式教授には相異なけれど」とし

ながらも，「実地に経験して其効果を挙げ得たる説明

法」として，肯定的な見方が示されている (92)。

　しかしながら，島田民治（①）においても，例題

に関する説明の結論   から，「即ち，

 なることを説明し得べし」として，直

ちに，《それを基礎とする一般化によって計算規則の

成立を示す事実》が示されている。この説明におい

ても，《分数乗法への変形》（第6の変形）が，その

必然性を示す説明を欠落させた形で実行されている

のである。

　島田民治（①），肥後盛熊（②）に共通する特徴は，

第一に，演算の定義との関連付けを欠落させている

点，第二に，除数となる分数に対して，《商分数の論理》

に依拠した分数の定義が適用されている点にある。

肥後盛熊（②）においては，上記2点に加え，第三に，

《除法における除数と商との関係》が，《分数除法に

おける成立》を示す説明を欠落させた形で用いられ

ていた。

　黒表紙教科書（第1期版，第2期版）の使用時期

において，上記，第二の特徴は，「複雑ナル思考ヲ

要スルカ為メニ，児童ハ大ニ困難ヲ感スルヲ常トス」

として (93)，第三の特徴は，「比の考がなければ，十

分に了解が出来ぬ」として (94)(95)，それぞれ，批判の

対象となっていた。

　上記の批判，先に指摘した困難性の存在，演算の

定義との関連付けの欠落にも関わらず，本節におい

て見た説明は，黒表紙教科書（第1期版）の使用時

期から継続する形で存在していた。

　これまでに見てきた通り，黒表紙教科書（第2期
版）の使用時期においても，演算の定義（《乗法の
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逆演算》，《包含除》）を用いる方法によって計算規則

の成立を示す説明については，その成功的な形態が

解明されていたわけではなかった（第2節，第3節）。

この状況においては，本節において見た説明も，一

定の有効性を備えた説明として位置付けられていた

のである。

2．おわりに

　本論文（第1章）における検討の結果，黒表紙教

科書（第2期版）の使用時期に取り組まれた分数除

法の計算規則の成立を示す説明について，その論理

と特徴が解明された。本章においては，その結果を，

先に設定した検討の視点（序章，第4節）に従って

整理する。合わせて，その結果に対して，第一に，

黒表紙教科書（第1期版）の使用時期に取り組まれ

た実践的研究の動向との関連，第二に，黒表紙教科

書（第2期版）による分数除法の計算規則に関する

説明（第1章，第0節）との関連，上記2点を主要な

観点として考察を加える。第三に，上記の考察によ

り，黒表紙教科書（第3期版）の使用時期に残され

た実践的研究の課題を整理する（第1節）。最後に，

今後の研究課題を明らかにする（第2節）。

　なお，本章においては，演算の定義との関連付け

を欠落させた説明（第1章，第4節）を対象から除

外し，主要な対象を，演算の定義を用いた説明（第

1章，第2節，第3節）に限定する。

2．1．総括
　まず，先に設定した視点に従って，検討の結果を

整理する。

　(1) 　分数除法の定義として，①《乗法の逆演算》

としての定義，②《包含除》としての定義が存

在する。

　(2) 　分数除法の計算規則の成立を示す説明の過程

が，演算の定義を用いる方法によって構成され

ている。

　(3)  《 を満たす数X》としての《逆数》

　　 の定義が存在する。ただし，当該の定義は，計

算規則の成立を示す説明の過程に位置付けられ

ていない。

　上記の特徴 (1)(2)は，第一に，黒表紙教科書（第1
期版）の使用時期に取り組まれた実践的研究の動向

の延長線上に位置付けることが可能である点，第二

に，黒表紙教科書（第2期版）に見られた重要な教

育内容の欠落の克服に対する志向性を示した事実と

して位置付けることが可能である点，上記2点にお

いて注目に値する重要な事実である。

　次に，上記3点に渡る特徴それ自体に含まれてい

た有効性と限界，課題を整理する。

(1) 　①  《乗法の逆演算》としての定義は，《代数的

な方法》による定義であり，それが備えていた抽

象的性格に起因して，子どもによる理解可能性に

関する消極的・否定的な見方が示されていた。

　 　②  《包含除》としての定義の採用は，《等分除》

としての定義の不可能性への対応の結果であっ

た。同時に，この点に起因して，整数除法に関する，

《等分除》，《包含除》，2通りの方法による定義と

の《十全な統一性》を欠落させていた。

　 　この問題への対応は，黒表紙教科書（第1期版）

の使用時期に取り組まれた実践的研究においても

課題として存在していた。上記の事実（②）は，

黒表紙教科書（第2期版）の使用時期においても，

未だ，この問題に関する有効な解決の方法が発見

されるに至っていなかったことを示している。こ

の問題への対応は，黒表紙教科書（第3期版）の

使用時期における実践的研究の課題として残され

る結果となった。

(2) 　①  《乗法の逆演算》としての定義を用いて計算

規則の成立を示す説明においても，《代数的な方法》

が採用されていた。具体的には，当該の定義を出

発点として位置付け，《定義に示された条件を満た

す数Xを求めること》を目的として，条件を示す

式に対して代数的な操作を加える方法によって例

題に関する説明の結論を導き，次に，当該の結論

を基礎とする一般化によって，計算規則の成立を

示す説明の過程が構成されていた。

　 　上記の方法それ自体は必然性と説得性を備えた

方法であった。ただし，説明の過程において実行

される《除法の乗法への変形》に対しては，その

重要性に相応する位置が付与されておらず，この

点に起因して，変形の必然性を示す説明の欠落，《例

題に関する説明の結論》と《それを基礎とする一

般化によって示される計算規則》との間における

乖離の存在等，説明・理解における困難性が含ま

れていた。

　 　この点に加え，説明において採用されていた《代

数的方法》については，その抽象的性格に起因して，

子どもによる理解可能性に関する消極的・否定的

な見方が示されていた。
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　しかしながら，黒表紙教科書（第3期版）にお

いては，《乗法の逆演算》としての定義が採用され

た（序章）。その結果，当該の定義に関する説明に

おいても，当該の定義を出発点として計算規則の

成立を示す説明においても，《代数的方法》が備え

ていた抽象的性格にどのように対応するか。この

点が，黒表紙教科書（第3期版）の使用時期にお

ける実践的研究の重要な課題となった。

　②  《包含除》としての定義を用いた説明におい

ては，まず，《通分》→《分子の除法》による方法

が示され，例題の結果（商）が導かれていた。こ

の方法についても，定義との関連においては自然

な方法として理解することが可能である。

　計算規則の成立は，例題の結果（商）に対する《変

形》によって導かれた事実を基礎とする一般化に

よって示されていた。ただし，上記の《変形》に

ついては，《除法の乗法への変形》を含め，その必

然性を示す説明を欠落させていた。この点に起因

して，計算規則についても，その成立が説得性を

備えた形で示されない結果が発生していた。

 《除法の乗法への変形》を実行する必然性を示す

説明の欠落は，《包含除》としての定義を用いた

説明に限定されず，黒表紙教科書（第2期版）の

使用時期に示された総計3通りの方法による説明

すべてに共通する形で存在していた。同じ問題は，

黒表紙教科書（第1期版）の使用時期に取り組ま

れた実践的研究においても存在していた。

　上記の事実によれば，この問題については，説

明の方法における演算の定義との関連付けの有無

を問わない，あるいは，実践的研究が取り組まれ

た時期の違いを問わない，《分数除法の計算規則の

成立を示す説明に関する普遍的・一般的な問題》

であったと考えることが可能である。この問題へ

の対応は，黒表紙教科書（第3期版）の使用時期

における実践的研究の課題として残される結果と

なった。

(3) 　《逆数》の定義をその構成要素として位置付け

た形で計算規則の成立を示す説明の過程を構成す

ることが，黒表紙教科書（第1期版）の使用時期

から続く課題となっていた。ただし，この課題に

ついても，黒表紙教科書（第2期版）の使用時期

に取り組まれた実践的研究においては，その有効

な解決方法が発見されずに終わり，黒表紙教科書

（第3期版）の使用時期における実践的研究の課題

として残される結果となった。

2．2．今後の研究課題
　黒表紙教科書（第3期版）においては，分数除法

について，《乗法の逆演算》としての定義が採用され

た（序章）。従って，黒表紙教科書（第3期版）の使

用時期における実践的研究においては，《代数的方

法》による定義が備えていた抽象的性格にどのよう

に対応するか―― この点が最も重要な課題となっ

た。

　この点に加え，演算の定義については，整数除法

に関する2通りの方法，すなわち，《等分除》，《包含除》

としての定義との間に《十全な統一性》を備えた形

で，分数除法を定義する方法をいかにして発見する

か。計算規則の成立を示す説明については，特に，《除

法の乗法への変形》について，その必然性を示す説

明の論理をいかにして構成するか。この点に関連し

て，説明の過程に，《逆数》の定義をどのような形で

位置付けるか――黒表紙教科書（第3期版）の使用

時期においては，上記の諸課題への取り組みがどの

ような形で進められ，その結果，分数除法の計算規

則の成立を示す説明が，どのような論理と特徴を備

えた形で構成されたのか。上記の問いの解明が，今

後の研究課題となる。

《註》

(1)　黒表紙教科書とは日本における最初の国定算術

教科書の通称であり，『尋常小学算術書』，『高等小

学算術書』を正式名称とする（本論文においては

通称を用いる）。同教科書は，1905（明治38）年

から1934（昭和9）年まで，総計3回に渡る改訂

を経て，約30年間に渡って使用された。海後宗臣

編『日本教科書大系』近代編，第13巻，算数 (4)，

講談社，1962年。

(2)  『尋常小学算術書』第6学年，教師用，文部省，

1921（大正10）年，東京書籍，「除法，其ノ2」，
21ページ。

(3)　本論文において，Xは正の整数または分数，a，b，
c，dは，すべて，正の整数とする。

(4)　この記述は黒表紙教科書（第2期版）からの引

用である。『尋常小学算術書』第6学年，教師用，

文部省，東京書籍，1910（明治43）年，「分数の

除法，其の2」，22ページ。仲新・稲垣忠彦・佐藤

秀夫編『近代日本教科書教授法資料集成』第8巻，

教師用書4，算数篇，東京書籍，1983年，619ページ。

(5)　この意見においては，演算の定義（「計算ノ意
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義」）に関する記述が要請されるに止まり，定義

の方法，あるいは，《乗法の逆演算》としての定

義が要請されているわけではない。『国定教科書

意見報告彙纂』第2輯，文部省普通学務局，1914（大

正3）年，397ページ。引用は日本図書センター発

行の復刻版（1981年）による。

(6)　黒表紙教科書（第3期版）の編集作業は，黒表

紙教科書（第2期版）の内容に関する師範学校か

らの意見報告を，その「基礎」とする形で進めら

れた。次においては，師範学校からの意見報告の

内容が備えていた特徴と，それが黒表紙教科書の

改訂に与えた影響を，分数の定義に関する教育内

容に対象を限定して，解明した。岡野勉「師範学

校からの意見報告と国定算術教科書の改訂――

初等数学としての分数論に対する志向性とその帰

結」『数学教育史研究』第15号，日本数学教育史

学会，2015年。

(7)  「尋常小学算術書第6学年教師用児童用修正趣意
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『復刻版　国定教科書編纂趣意書』第5巻，国書刊
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除法の計算規則に関する説明の論理―― 計算規

則の成立を示す可能性に注目して」『新潟大学教

育学部研究紀要』第12巻，第1号，人文・社会科

学編，2019年。

(10)  「小学校令中改正」1907（明治40）年3月。施

行は1908（明治41）年4月。米田俊彦編著『近代

日本教育関係法令体系』港の人，2009年，201ペー
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(13)　中谷太郎「算数教育のあゆみ」その2，『数学

教室』第49号，数学教育協議会，国土社，1958
年12月，8ページ。

(14)  「小学校令施行規則中改正」1904（明治37）年

10月。米田俊彦編著『近代日本教育関係法令体系』

港の人，2009年，252ページ。

(15)　文部省「小学校令施行規則改正の理由」『教育

研究』第8号，東京高等師範学校附属小学校初等

教育研究会，大日本図書，1904（明治37）年11月，

100ページ。本論文においては，教育出版センター

による復刻版（1984年）を用いる。

(16)　文部省「小学校令施行規則改正の理由」『教育

研究』第8号，東京高等師範学校附属小学校初等

教育研究会，大日本図書，1904（明治37）年11月，

100ページ。

(17)　阿知波小三郎「算術科につきて」『教育研究』

第10号，「附録　初等教育界の趨勢」，東京高等師

範学校附属小学校初等教育研究会，大日本図書，

1905（明治38）年1月，8 ～ 14ページ。

(18)　中谷太郎「算数教育のあゆみ」その1，『数学

教室』第47号，数学教育協議会，国土社，1958
年11月，10ページ。

(19)  「尋常高等小学算術書編纂趣意書」『国定教科

書編纂趣意書続篇』文部省，修文館，1905（明治

38）年，1ページ。中村紀久二編『復刻版　国定

教科書編纂趣意書』第1巻，国書刊行会，2008年，

153ページ。引用文にある「要旨」とは，「小学校

令施行規則」（1900（明治33）年）に示された次

の要旨を意味する。「算術ハ，日常ノ計算ニ習熟セ

シメ，生活上必須ナル知識ヲ与ヘ，兼テ思考ヲ精

確ナラシムルヲ以テ要旨トス」（米田俊彦編著『近

代日本教育関係法令体系』港の人，2009年，228
ページ）。

(20)  「尋常小学算術書編纂趣意書」『修正国定教科

書編纂趣意書　第3篇　尋常小学算術書』文部省，

1910（明治43）年，1ページ。中村紀久二編『復

刻版　国定教科書編纂趣意書』第2巻，国書刊行会，

2008年，101ページ。

(21)  「尋常小学算術書第1第2学年教師用修正趣意

書（大正7年4月）」『尋常小学算術書教師用児童
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用修正趣意書』文部省，国定教科書共同販売所，

1924（大正13）年，1ページ。中村紀久二編『復

刻版　国定教科書編纂趣意書』第5巻，国書刊行会，

2008年，135ページ。

(22)　師範学校から報告された意見は次に収録され

ている。『国定教科書意見報告彙纂』（全5輯）日

本図書センター，1981年。

(23)　中谷太郎「算数教育のあゆみ」その2，『数学

教室』第49号，数学教育協議会，国土社，1958
年12月，10ページ。「改造論」の例としては，佐

藤武『算術教授革新論』（同文館，1919（大正8）年）

が注記されている。

(24)  「応用問題」については，「黒表紙教科書初版の

発行前後において，教育現場にあった実際家の側

からの発言もなかなか活発であった」（8ページ），

「黒表紙教科書の応用問題は，かなり忠実に藤沢

［利喜太郎の］理論に従って作成配列され，漸次

民間の意見や研究をとり入れたようである」（10
ページ）として，改訂（総計3回）による黒表紙

教科書の内容の変化が，当該の教育内容に関する

実践的研究の動向と関連付けた形で検討されてい

る（中谷太郎「算数教育のあゆみ」その7，『数学

教室』第56号，数学教育協議会，国土社，1959
年7月）。大矢真一の「解説」においても，「応用

問題に関心を持つようになったのは，明治末から

大正のはじめにかけてのことではないか」（13ペー

ジ）として，黒表紙教科書（第2期版）の使用時

期に取り組まれた実践的研究の動向が解説されて

いる（大矢真一「（解説）応用問題」『数学教室』

第56号，数学教育協議会，国土社，1959年7月）。「応

用問題」に関する検討には，黒表紙教科書におい

て，現実の事実・現象に対する演算の適用可能性

がどのように考えられていたかを示すこと，それ

によって演算の定義に関する問題の所在を示すこ

とが可能となり，この点において重要な意味が含

まれている。ただし，この点に関する検討は今後

の課題とする。

(25)　岡野勉「黒表紙教科書（第1期版）の使用時

期における分数除法の計算規則の成立を示す説明

――実践的研究の動向に見る，その論理と特徴」

『新潟大学教育学部研究紀要』第15巻，第1号，

人文・社会科学編，2022年。

(26)　岡野勉「国定教科書（第2期版）の使用時期に

おける分数の定義の導入に関する実践的研究の動

向―― 初等数学としての分数論の形成に注目し

て」『教授学の探究』第30号，北海道大学大学院

教育学研究院教育方法学研究室，2016年。

(27)　岡野勉「国定教科書（第2期版）の使用時期に

おける分数論の存在形態―― 定義の導入に関す

る実践的研究を基礎付けていた学校数学としての

分数論に注目して」『新潟大学教育学部研究紀要』

第10巻，第2号，人文・社会科学編，2018年。

(28)　岡野勉「国定教科書（第2期版）の使用時期

における分数論の存在形態―― 定義の導入に関

する実践的研究を基礎付けていた学校数学として

の分数論に注目して」『新潟大学教育学部研究紀

要』第10巻，第2号，人文・社会科学編，2018年，

399ページ。

(29)　当該の史料等に記入されている場合には，著

者の所属を（　）内に記した。

(30)　史料の所蔵機関を次に記す。北海道大学附属

図書館（①③），武庫川女子大学附属図書館（②），

国立教育政策研究所教育図書館（④），横浜国立

大学附属図書館（⑤）。

(31)　黒表紙教科書（第2期版）の使用時期において

も，「分数を分数にて除する方法の説明」につい

ては，「(1) 器械的方法。(2) 包含除法の理に基く方

法。(3) 分数整数の数値の差を基とする方法。(4) 
乗法の逆として考へしむる方法」，総計4通りの方

法の存在が知られていた（福岡県立小倉師範学校

附属小学校編『実地活用を主としたる国定算術書

各題目の実際的研究』（大同館，1915（大正4）年），

267ページ）。上記の引用において，(1)には黒表

紙教科書（第2期版）による説明が，(2)，(3)，(4)

には，順に，本文に記した (2)，(3)，(1)が該当する。

(32)　黒表紙教科書（第2期版）の内容について師範

学校から文部省に報告された意見においては，第

一に，計算規則の成立根拠・理由を示す説明の必

要性（「其ノ理由ヲ明カニスル方法ヲ記載セラレ

タシ」），第二に，当該の説明に関する，子どもに

よる理解可能性（「計算ノ理由ハ，此ノ程度ノ児童

トシテハ明瞭ニ授クルヲ可トス」），第三に，演算

の定義に関する記述の必要性（「計算ノ意義（中

略）ヲ教師用書ニ記シ置カレタシ」）が指摘され

ていた。岡野勉「黒表紙教科書における分数除法

の計算規則に関する説明の論理―― 計算規則の

成立を示す可能性に注目して」『新潟大学教育学

部研究紀要』第12巻，第1号，人文・社会科学編，

2019年，34 ～ 35ページ。本論文において検討の

対象とする実践的研究においては，上記3点にお

いて，師範学校から報告された意見の内容と共通

する特徴が見られる。
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(33)　史料の所蔵機関を次に記す。新潟大学附属図

書館（①④⑤），奈良女子大学学術情報センター

（②），国立国会図書館デジタルコレクション（⑤

⑥⑦），国立教育政策研究所教育図書館（③）。

(34)　佐野正造・岡千賀衛『新定尋常小学算術教授

書』6学年用，弘道館，1910（明治43）年，「凡例」。

(35)  『尋常小学算術新教授書』第6学年，教育実際

社編，目黒書店，寶文館，1912（大正元）年，「緒言」。

(36)　宮内與三郎・今宮齋『国定算術教材及教授法

の研究』廣文堂書店，1912（大正元）年，648 ～

649ページ。

(37)　阪田閵蔵・時本要『教材本位個性開発　実験

的算術教授法』隆文館図書，1917（大正6）年，

415 ～ 416ページ。

(38)　宮内與三郎・今宮齋『国定算術教材及教授法

の研究』 廣文堂書店，1912（大正元）年，649ページ。 
(39)　宮内與三郎・今宮齋『国定算術教材及教授法

の研究』 廣文堂書店，1912（大正元）年，672ページ。

(40)　宮内與三郎・今宮齋『国定算術教材及教授法

の研究』 廣文堂書店，1912（大正元）年，672ページ。

(41)　本文に示した史料の他，《乗法の逆演算》とし

ての定義が記されている史料として次がある。①

福岡県立小倉師範学校附属小学校編『実地活用を

主としたる国定算術書各題目の実際的研究』大

同館，1915（大正4）年。②木村仁止（広島高等

師範学校附属小学校）『算術新教授法』育英書院，

1915（大正4）年。史料の所蔵機関を次に示す。

国立国会図書館デジタルコレクション（①②），新

潟大学附属図書館（①②）。福岡県立小倉師範学

校附属小学校（①）には次の記述が存在する。「分

数を分数にて除する方法の説明には種々あるも，

次の (4)の場合に依るを可とす。（中略）(4) 乗法の

逆として考へしむる方法」。「算法の理由は転倒し

て掛くることの不思議にあらざることを会得せし

むるに止め，発表せしむるに及ばず」（267ページ）。

ただし，「会得」に必要な説明の内容・方法が示

されているわけではない。木村仁止（②）におい

ても，「分数ノ除法ノ意義ハ（中略）乗法ノ逆（中

略）ナルコト」と記されている。ただし，計算規

則については，「教科書ノ如クナルコトヲ説明ス

ベシ」とされるに止まる（423ページ）。上記の事

実により，本論文においては上記の史料を研究の

対象には含めない。

(42)　宮内與三郎・今宮齋『国定算術教材及教授法

の研究』廣文堂書店，1912（大正元）年，682ページ。

(43)　清水甚吾『実験算術教授法精義』目黒書店，

1917（大正6）年，679 ～ 680ページ。

(44)　阪田閵蔵・時本要『教材本位個性開発　実験

的算術教授法』隆文館図書，1917（大正6）年，
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